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査証相互免除に閨する取決め等一覧表令和元年10月1日現在別表3

I債 昭31.8.28
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番号 取決めの

相手国

取決め内容

査証免除者に

通常付与する

在留資格

施行期日 術 考

1 ドイツ 査証免除

(1) 6カ月以内の滞在（営利を目的

とする興行に参加し，被用者とし

て働き，又は消饗活動を対象とす

る営業に従事する場合を除く。）

(2)外交又は公用旅券を所持するド

イツ人については滞在期間の制約

はない。

外交

公用

文化活動

短期滞在(原

則として90

日）

留学

研修

家族滞在

昭30.7,1

2 フランス 査証免除

3カ月以内の滞在（職業，生業又は

報酬を受けるその他の活動に従事

する場合を除く｡）

短期滞在 昭30.12.1

3 イタリア 査証免除

(1) 3カ月以内の滞在（職業又は生

業に従事する場合を除く｡）

(2)外交又は公用旅券を所持するイ

ダリア人については滞在期間は間

わない。

外交

公用

短期滞在

昭31.1.15

(3カ月以内）

昭38.5.15

(外交，公用）

4 ギリシャ 査証免除

(1) 3カ月以内の滞在（峨業，生業

又はその他の業務に従事する場合

を除く。）

(2)外交又は公用旅券を所持するギ

リシャ人については滞在期間を間

わない。

外交

公用

短期滞在

昭31.6.10

昭47.12.1

(外交，公用）

5 チュニジア 査証免除

3カ月以内の滞在（職業，生業又は

報酬を受けるその他の活動に従事す

る場合を除く｡）

短期滞在 昭31.6.14

6 ベルギー 査証免除

(1) 3カ月以内の滞在（職業，生業

又は報酬を受けるその他の活動に

従事する場合を除く｡）

(2)外交又は公用旅券を所持するべ

ルギー人については滞在期間は問

わない。

外交

公用

短期滞在

昭31.8.15

昭47.12.1

(外交,公用）

7 デンマーク 査証免除

3カ月以内の滞在（職業，生業又は

その他の業務に従事する場合を除

く｡）

短期滞在 昭31.8.15
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9 スウェー

デン

査証免除

3カ月以内の湘在（職業又は生業に

従事する場合を除く｡）

短期滞在 昭31.9.1

10 ノルウェー 査証免除

3カ月以内の滞在(1峨業又は生業に

従率する場合を除く｡）

短期滞在 昭31.9.1

1l ルクセンブ

ルク

査証免除

(1) 3カ月以内の滞在（職業，生業

又は報酬を受けるその他の活動に

従事する場合を除く。）

(2)外交，公用旅券を所持するルク

センブルク人については滞在期間

は問わない。

外交

公用

短期滞在

昭32.2.1

(3カ月以内）

昭35.8.1

(改正）

昭48.5.1

(外交,公用）

12 スイス 査証免除

(1) 6カ月以内の滞在（演劇，波芸 ,

演奏，スポーツその他の興行を行
おうとする者を除く｡）

(2)外交，公用又はスイス特別旅券

所持者は6カ月以上でも免除。

外交

公用

文化活動

短期滞在

留学

研修

家族滞在

昭32.4.15

13 リヒテンシ

1ダイン

査証免除

(1) 6カ月以内の滞在（演劇，演芸 》

淡奏，スポーツその他の興行を行
おうとする者を除く｡）

(2)外交又は公用旅券所持者は6力

月以上でも免除。

外交

公用

文化活動

短期滞在

留学

研修

家族滞在

昭32.4.15

カーー
ヘ
ヘ
へ

幸
、Ｉ

共和国

査証免除

3カ月以内の滞在（職業，生業又は

報酬を受けるその他の活動に従事す
る場合を除く｡）

短期滞在 昭32.4.19

15 ﾄルコ 査証免除

（1） 3カ月以内の滞在（職業，生業
又は報酬を受けるその他の活動に

従事する場合を除く｡）

(2)外交又は公用旅券を所持し公務
で本邦に派遣される外交又は領事

職員及びその家族は滞在期間を問
わない。

外交

公用

短期滞在

昭33.1.5 非MRPの一般旅

券所持者に対し，

査証取得勧奨措置

を実施
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17 フィンラン

ド

査証免除

3カ月以内の滞在（職業，又は生業

に従事する場合を除く｡）

短期滞在 昭34.2.1

18 パキスタン 査証免除

3カ月以内の滞在（職業又は生業そ

の他の報酬を受ける活動に従事する

場合を除く｡）

昭36.1.1 停止中

19 アルゼンチ

ン

査証免除

3カ月以内の滞在（職業，生業若し

くは利得及び報酬を受けるその他の

活動に従事する場合を除く。）

短期滞在 昭37.1. 1

20 コロンビア 査証免除

(1) 3カ月以内の滞在（職業，生業

又は報酬を受けるその他の活動に

従事する場合を除く｡）

(2)外交又は公用旅券を所持する．

ロンピア人については滞在期間を

問わない。

外交

公用

短期滞在

昭37.9.1 一般旅券所持者に

対し査証取得勧奨

措世を実施

21 連合王国 査証免除

(1) 6カ月以内の滞在（職業，生業

又は報酬を受けるその他の活動に

従事する場合を除く｡）

(2)外交，公用に該当する者につい

ては滞在期間を問わない。

外交

公用

文化活動

短期滞在

(原則とし

て90日）

留学

研修

家族滞在

昭37.12.2 (1)英国旅券(Bri

tiShPassport)

所持者(英国市民

BritishCitiZe

n)に限る。

(2)香港等英国属

領の市民(Briti

shDependentTe

rritoryCitize

、）及び英国海外

市民(BritishO

VerseasCitiZe

、）には，英国で

の居住権が認め

られていない。

22 カナダ 査証免除

3カ月以内の滞在（職業，生業又は

報酬を受けるその他の活動に従事す

る場合を除く｡）

短期滞在 昭39.9.20

23 スペイン 査証免除

(1) 3カ月以内の滞在（職業，生業

又は報酬を受けるその他の活動に

従事する場合を除く｡）

(2)外交又は公用旅券を所持し公務

で本邦に派遣される外交又は領事

職員は滞在期間を問わない。

外交

公用

短期滞在

昭40.4.15
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25 アイスラン

ド

査証免除

3カ月以内の滞在（職業，生業又は

報酬を受けるその他の活動に従事す

る場合を除く｡）

短期滞在 昭41.11.20

26 サンマリノ 査証免除

3カ月以内の滞在（職業，生業又は

報酬を受けるの他の活動に従事する

場合を除く｡）

短期滞在 昭43.2.15

27 チリ 査証免除

3カ月以内の滞在（職業，生業又は

報酬を受けるその他の活動に従事す

る場合を除く｡）

短期湘在 昭44.11.15

28 ここ1－－

ランIミ

ジー 査証免除

90日以内の滞在（職業，生業又は

報酬を受けるその他の活動に従事す

る場合を除く｡）

短期滞在 昭45.6.15

29 イスラエル 査証免除

3カ月以内の滞在（職業，生業又は

報酬を受けるその他の活動に従事す

る場合を除く｡）

短期滞在 昭46.10.1

30 シンガポー

ﾉレ

査証免除

3カ月以内の滞在（職業，生業又は

報酬を受けるその他の活動に従事す

る場合を除く.）

短期滞在 昭47.1.1

31 ペルー 査証免除

(1) 90日以内の一般旅券所持者の

滞在（職業，生業又は報酬を受け

るその他の活動に従事する場合を

除く。 ）

(2)外交又は公用旅券所持者につい

ては適用されない。

短期滞在 昭47.2.11 査証取得勧奨措置

を実施

32 メキシコ 査証免除

(1) 6カ月以内の滞在（職業，生業

又は報酬を受けるその他の活動に

従躯する場合を除く。 ）

(2)外交任務又は公用用務での入国

者については適用されない。

文化活動

短期滞在

留学

研修

家族滞在

昭47.4.10

33 エルサルバ

ドル

査証免除

3カ月以内の滞在（職業，生業又は

報酬を受けるその他の活動に従事す

る場合を除く｡）

短期滞在 昭48.2.25

34 マルタ 査証免除

3カ月以内の滞在（職業，生業又は

報酬を受けるその他の活動に従事す

る場合を除く｡）

短期滞在 昭48.3.1
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36 バングラデ

シュ

査証免除

3カ月以内の滞在（職業，生業又は

報酬を受けるその他の活動に従事す

る場合を除く｡）

昭48.8.20 停止中

37 ポルトガル 査証免除

3カ月以内の滞在（職業，生業又は

繩酬を受けるその他の活励に従事す

る場合を除く｡）

短期滞在 昭49.3.1

38 ウルグアイ 査証免除

3カ月以内の滞在（職業，生業又は

報酬を受けるその他の活動に従事す

る場合を除く｡）

短期滞在 昭49.5.2

39 ホンジュラ

ス

査証免除

3カ月以内の滞在（職業，生業又は

報酬を受けるその他の活動に従事す

る場合を除く｡）

短期澗紘 昭49.5.2

40 イラン 査証免除

3カ月以内の滞在（職業，生業又は

報酬を受けるその他の活動に従或す

る場合を除く｡）

昭49.10.1 一般旅券所持者に

対し停止中

41 コスタリカ 査証免除

3カ月以内の滞在（職業，生業又は

報測|を受けるその他の活動に従事す

る場合を除く｡）

短期滞在 昭49.9.16

42 グアテマラ 査証免除

3カ月以内の滞在（聯業，生業又は

報酬を受けるその他の活動に従事す

る場合を除く。）

短期滞在 昭51.1.1

f3 スリナム 査証免除

3カ月以内の滞在（職業又は生業に

従事する場合を除く｡）

短期滞在 昭52.6.3

44 レソト 査証免除

3カ月以内の滞在（職業，生業又は

報酬を受けるその他の活動に従事す

る場合を除く｡）

短期滞在 昭52.7.15 非MRP所持者に

対し，査証取得勧

奨措置を実施

45 モーリシャ

ス

査証免除

3カ月以内の滞在（職業，生業又は

報酬を受けるその他の活動に従事す

る場合を除く｡）

短期滞在 昭35.7.1

46 バノ､マ 査証免除

3カ月以内の滞在（職業，生業又は

報酬を受けるその他の活動に従事す

る場合を除く｡）

短期滞在 昭56.10.1
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公用旅券を所持するホ
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君の用務の目的で入匡

昔及びその家族の構威

48 バルバドス 査証免除

3カ月以内の滞在（職業，生業又は

報酬を受けるその他の活動に従事す

る場合を除く｡）

短期滞在 昭61.3.6 非MRP所持者に

対し，査証取得棚

奨措慨を実施

49 ブルネイ 査証免除

ユ4日以内の滞在（職業，生業又は

報酬を受ける活動に従事する場合並

びに学術的研究，調査，宗教活動又

は映画撮影を行う場合を除く｡）

短期滞在 昭61.6.20

50 アメリカ

合衆国

査証免除

90日以内の滞在（報道活励に従事

し，就職し，永住し， 自由職業若し

くは他の生業を営み又は報酬を得る

目的で芸能（スポーツを含む｡）に従

事する場合を除く｡）

短期滞在 昭63.12.15

51 ハンガリー 査証免除

(1)外交又は公用旅券を所持するハ

ンガリー人で外交若しくは領事の

任務又は公用の用務の目的で入国

を希望する者及びその家族の構成

員でその世帯に属するものは滞在

期間を問わない。

(2) 90日以内の滞在（就職し，永

住し 3 自由職業若しくは他の生業

を営み又は報酬を得る目的で芸能

(スポーツを含む｡）に従事する場

合を除く｡）

外交

公用

短期洲f在
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52 クロアチア 査証免除

3カ月以内の滞在（就職し,永住し，

自由轍業若しくは他の生業を営み又

は報酬を得る目的で芸能（スポーツ

を含む｡）に従事する場合を除く｡）

短期滞在

53 スロベニァ 査証免除

3カ月以内の滞在（就職し，永住し，

自由職業若しくは他の生業を営み又

は報酬を得る目的で芸能（スポーツ

を含む｡）に従事する場合を除く｡）

短期滞在
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55 チ ｺニコ 査証免除

(1)外交又は公川旅券を所持するチ

エコ人で外交若しくは領ﾘ『の任務

又は公用の用務の目的で入国を希

望する者及びその家族の構成員で

その世帯に腿するものは滞在期間

を問わない。

(2) 90日以内の滞在（就職し，永

住し 、 自由職業若しくは他の生業

を営み又は報酬を得る目的で芸能

(スポーツを含む｡）に従事する場

合を除く｡）

外交

公用

短期滞在

平8.4.23

平10．9. 10

56 アン}ぐう 査証免除

90日以内の滞在（就職し，永住し，

自由職業若しくは他の生業を営み又

は報酬を得る目的で芸能（スポーツ

を含む｡）に従事する場合を除く｡）

短期滞在 平8. 11.11

57 マケドニア 査証免除

90日以内の滞在（就職し，永住し，

自由職業若しくは他の生業を営み又

は報酬を得る目的で芸能（スポーツ

を含む｡）に従事する場合を除く｡）

短期滞在 平9.4.1

58 スロバキア 査証免除

(1)外交又は公用旅券を所持するス

ロバキア人で外交若しくは領事の

任務又は公用の用務の目的で入国

を希望する者及びその家族の構成

員でその世帯に属するものは滞在

期間を問わない。

(2)外交又は公用旅券を所持するス

ロバキア人で前記目的以外の目的

での90日以内の滞在（就職し，

永住し， 自由職業若しくは他の生

業を営み又は報酬を得る目的で芸

能（スポーツを含む｡）に従事する

場合を除く｡）

(3) 90日以内の滞在（就職し，永

住し ， 自由職業若しくは他の生業

を営み又は報酬を得る目的で芸能

(スポーツを含む｡）に従事する場

合を除く｡）

外交

公用

短期滞在

平9.5.24
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(1)外交又は公用旅券を所持するル

ーマニア人で外交若しくは領事の

任務又は公用の用務の目的で入国

を希望する者及びその家族の構成

員でその世帯に属するものは滞在

期間を問わない。

(2)外交又は公用旅券を所持するル

ーマニア人で前記目的以外の目的

での901ﾖ以内の滞在（就職し，

永住し， 自由職業若しくは他の生

業を営み又は報酬を得る目的で芸

能報酬を得る目的で芸能（スポー

ツを含む｡)に従事する場合を除く。

(3) 90日以内の滞在（就職し又は

自由職業若しくは他の生業（報酬

を得ることを目的とする芸能及び

スポーツを含む｡）に従事する場合

を除く｡）

公用

短期滞在

平18.1.1

（公用旅券）

平21.9.1

（一般旅券所

持者）

平28.1.1

（暫定旅券所

持者）

平成31.1.1

（改正）

平10.12.1短期滞在査証免除

90日以内の滞在（就職し又は自由

職業若しくは他の生業（報酬を得る

ことを目的とする芸能及びスポーツ

を含む｡）に従事する場合を除く｡）

オーストラ

リア

60

平10.12.7

平18.3.1

（一般旅券所

持者）

外交

公用

短期滞在

査証免除

(1)外交又は公用旅券を所持する韓

国人で外交若しくは領事の任務又

は公用の用務の目的で入国を希望

する者及びその家族の柵成員でそ

の世帯に属するものは湘在期間を

問わない。

(2)外交又は公用旅券を所持する韓

国人で前記目的以外の目的での9

0日以内の滞在（就職し又は自由

職業若しくは他の生業（報酬を得

ることを目的とする芸能及びスポ

ーツを含む｡）に従事する場合を除
く。）

(3) 90日以内の滞在（就職し又は

自由職業若しくは他の生業（報酬

を得ることを目的とする芸能及び

スポーツを含む｡）に従事する場合

を除く｡）

大鰊民国

平11.7.20外交

短期滞在

62 バチカン市査証免除

国 (I)外交旅券を所持するバチカン市
国人で外交又は領事の任務の目的

で入国を希望する者は滞在期間を

問わない。

（2）外交旅券を所持するバチカン市

国人で前記目的以外の目的での9
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１１１‐’
卜
に
副
画
ア
）
狸
ｒ

又
怨
及
腸

DHl訊内0

く。）

63 モナ 二コ 査証免除

90日以内の滞在（就職し又は自由

職業若しくは他の生業（報酬を得る

ことを目的とする芸能及びスポーツ

を含む｡）に従窮する場合を除く｡）

短期滞在 平11.9.23

64 エストニア 査証免除

90日以内の滞在（就職し又は自由

職業若しくは他の生業（報酎I1を得る

ことを目的とする芸能及びスポーツ

を含む｡）に従事する場合を除く｡）

短期滞在 平 ● 口●ー● 1

65 ラトビア 査証免除

90日以内の滞在（就職し又は自由

職業若しくは他の生業（報酬を得る

ことを目的とする芸能及びスポーツ

を含む｡）に従事する場合を除く｡）

短期滞在 平12.4．1

66 リトアニア 査証免除

90日以内の滞在（就職し又は自由

職業若しくは他の生業（報酬を得る

ことを目的とする芸能及びスポーツ

を含む｡）に従事する場合を除く｡）

短期滞在 平12.4.1

67 ブルガリア 査証免除

(I)外交旅券を所持するブルガリア

人で外交又は領事の任務の目的で

入国を希望する者は滞在期間を問

わない。

(2)公用旅券を所持するブルガリア

人で公務に従事する意図をもって

入国を希望する者は滞在期間を問

わない。

(3)外交，公用旅券又は一般旅券を

所持するブルガリア人で前記目的

以外の目的での90日以内の滞在

(就職し又は自由職業若しくは他

の生業（報酬を得ることを目的と

する芸能及びスポーツを含む｡）に

従事する場合を除く｡）

外交

短期滞在

公用

２
１

●
◆

７
５

●
①

４
７
１
１
平
平

(一般旅券所

持者）

平18.5.1

(公用旅券所

持者）

68 中国(香港） 査証免除

香港特別行政区(SAR)旅券を所

持する者又は英国海外市民(BNO)

旅券を所持する香港居住権者で90

日以内の滞在（就職し又は自由職業

若しくは他の生業（報酬を得ること

を目的とする芸能及びスポーツを含

む｡）に従事する場合を除く｡）

短期滞在 平16.4.1
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中国 壁副剴免除

1ｺ華人民共和国カ

ヘ民共和国の修豊
ろ封N離昌で30旧

3ｦ型

:を別彌

|行生及
内の蝋I

.1週（宅 掃異

台湾證煕

礎照に身
で90日

ﾂ1洞･ツ名

征番号0
六の蝋烈

70 マカオ 査証免除

マカオ特別行政区(SAR)旅券を

所持する者で90日以内の滞在（就

職し又は自由職業若しくは他の生業

(報酬を得ることをIﾖ的とする芸能

及びスポーツを含む｡）に従馴:fする場

合を除く｡）

短期滞在 平17.3.25

71 ベトナム 査証免除

(1)外交又は公用旅券を所持するべ

トナム人で外交若しくは領事の任

務又は公用の用務の目的で入国を

希望する者及びその家族の構成員

でその所帯に属するものは滞在期

問を問わない。

(2)外交又は公用旅券を所持するべ

トナム人で前記目的以外の目的で

の90日以内の滞在（就職し，永

住し 、 自由職業又は他の生業（報

訓を得ることを目的とする芸能及

びスポーツを含む｡）に従事する場

合を除く｡）

外交

公用

短期滞在

平17.5.1

72 タイ 査証免除

(1)外交又は公用旅券を所持する夕

イ人で外交若しくは領事の任務又

は公用の用務の目的で入国を希望

する者及びその家族の構成員でそ

の所帯に属するものは滞在期間を

問わない。

(2)外交又は公用旅券を所持する夕

イ人で前記目的以外の目的での9

0日以内の滞在（就職し，永住し，

自由職業又は他の生業（報酬を得

ることを目的とする芸能及びスポ

ーツを含む｡）に従事する場合を除

く｡）

(3) IC一般旅券を所持するタイ人

で15日以内の滞在（就職し又は

自由職業若しくは他の生業（報酬

を得ることを目的とする芸能及び

スポーツを含む｡）に従事する場合

を除く｡）

外交

公用

短期滞在

平17.7.1

平25.7. 1(I

c一般旅券）

IC一般旅券所持

者については，平2

5.7.1から平31.6.3

0までの間，試行的

に実施
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インド 否証‘陽

調． ．子

い⑥

74 モロッコ 査証免除

(1)外交又は公用旅券を所持するモ

ロツコ人（特別旅券を除く｡）で外

交若しくは領事の任務又は公用の

用務の目的で入国を希望する者及

びその家族の櫛成員でその所描に

属するものは滞在期間を問わない。

(2)外交又は公用旅券を所持するモ

ロツコ人（特別旅券を除く｡）で前

記目的以外の目的での90日以内

の滞在（就職し，永住し， 自由職

業又は他の生業（報酬を得ること

を目的とする芸能及びスポーツを

含む｡）に従事する場合を除く｡）

外交

公用

短期滞在

平18.1.1

75 ラオス 査証免除

(1)外交又は公用旅券を所持するラ

オス人で外交若しくは領事の任務

又は公用の任務の目的で入国を希

望する者及びその家族の櫛成員で

その所帯に属する者は滞在期間を

問わない。

(2)外交又は公用旅券を所持すろう

オス人で前記目的以外の目的での

90日以内の滞在（就業し，永住

し，又は自由職業若しくは他の生

業（報酬を得ることを目的とする

芸能及びスポーツを含む｡）に従事

する場合を除く｡）

外交

公用

短期滞在

平19.10.20

(外交旅券）

平27.4.1

(公用旅券）

76 アルバニア 査証免除

(1)外交旅券を所持するアルバニア

人で外交又は領事の任務の目的で

入国を希望する者は滞在期間を問

わない。

(2)外交旅券を所持するアルバニア

人で前記目的以外の目的での90

日以内の滞在（就業し又は自由職

業若しくは他の生業（報酬を得る

ことを目的とする芸能及びスポー

ツを含む｡）に従事する場合を除

く｡）

外交

短期滞在

平19.12.10
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1
(2)外交旅券を所持するインド人で

（砿栗しXI

の生業（報闇

する芸能及て

78 セルピア 査証免除

90日以内の滞在(就職し又は自由職

業若しくは他の生業（報酬を得るこ

とを目的とする芸能及びスポーツを

含む｡）に従事する場合を除く｡）

短期滞在 平23.5.1 セルビア旅券所持

者に限る ｡

79 ブラジル

共和国

査証免除

(1)外交又は公用旅券を所持するプ

ラジル人で外交若しくは領事の任

務又は公用の用務の目的で入国を

希望する者及びその家族の構成員

でその所帯に属するものは滞在期

間を問わない。

(2)外交又は公用旅券を所持するブ

ラジル人で前記目的以外の目的で

の90日以内の滞在（就l職し，永

住し， 自由職業又は他の生業（報
酬を得ることを目的とする芸能及

びスポーツを含む｡）に従鞭する場

合を除く｡）

外交

公用

短期湘在

平25.11.1

80 インドネシ

ア

査証免除

(1) IC一般旅券を所持するインド

ネシア人で15日以内の滞在〈就

職し又は自由職業若しくは他の生

業（報酬を得ることを目的とする

芸能及びスポーツを含む｡）に従事

する場合を除く｡）

(2)外交又は公用旅券を所持し,イ

ン膜ネシア政府の外交若しくは領

事の任務又は公用の用務の目的で

入国することを希望する者及びそ

の家族の柵成員でその所帯に属す

る者は， 30日を超えない期間滞

在する場合に限る。

(3)外交又は公用旅券を所持するイ

ンドネシア国民で前記(2)の目的以

外の目的での30日以内の滞在(就

職し，永住し， 自由職業又は他の

生業（報酬を得ることを目的とす

る芸能及びスポーツを含む｡）に従

事する場合を除く｡）

短期滞在

外交

公用

平26.12.1(I

C一般旅券）

平28.7.20(外

交，公用旅券）

(1)在インドネシ

ア公館において，

IC旅券事前登

録を受けた者で

あることが要件

であり，旅券査

証頁に査証免除

登録証が貼付さ

れていることを

確認する ◎

(2)外交・公用旅

券所持者であっ

ても 、 30日を

超えて滞在する

場合は，本邦に

赴任する外交官

も含めて，査証

を要する。また ，

当該措置は，在

留資格が｢外交｣，

｢公用」又は「短

期滞在」に該当

する場合のみが

対象となる。
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外交

公用

短期滞在

平27.4.15

力
事
入
櫛
滞
力
目
，
報
及
場

妬
鮒
脈
脚
鮒
桶
伽
胤
對
能
る

》
》
》
岬
一
吋
》
》
い

柵
樗
》
癖
》
誰
蝿
腋
紺
棚
伽
棚
姉
棚

証
ｊ
ン
の
国
成
在
鋤
ン
的
永
酬
ぴ
合

査
。
く

アジボンカー８

外交の在留資格を

決定する場合，赴

任等の目的ではな

く90日以内の短

期の公務であるこ

とを証明する文書

等の提示を求め，

身分及び用務を確

認する。

外交

短期滞在

平27.6.182 1ジョージアジョージア査証免除

（1）外交旅券を所持するジョージア

人で外交又は領事の任務の目的(た

だし, 90日以内の滞在に限る｡）

で入国を希望する者及びその家族

の柵成員でその所帯に属するもの。

（2）外交旅券を所持するジョージア

人で前記目的以外の目的での90

日以内の滞在（就業し又は自由職

業若しくは他の生業（報酬を得る

ことを目的とする芸能及びスポー

ツを含む｡）に従事する場合を除

く｡）

査証免除

(1)外交又は公用旅券を所持するパ

プアニューギニア独立国国民で外

交若しくは領事の任務又は公用の

用務の目的で入国を希望する者及

びその家族の構成員でその所帯に

属するものは滞在期間を問わない。

(2)外交又は公用旅券を所持するパ

プアニューギニア独立国国民で前

記目的以外の目的での90日以内

の滞在（就職し，永住し， 自由職

業又は他の生業（報酬を得ること

を目的とする芸能及びスポーツを

含む｡）に従事する場合を除く｡）

外交

公用

短期滞在

平27.11.24

83 1蚕二二二≦

査証免除

(1)外交又は公用旅券を所持するト

ルクメニスタン国民で外交若しく

は領事の任務又は公用の用務の目

的で入国を希望する者及びその家

族の構成員でその所帯に属するも

外交

公用

短期滞在

平27.12.184 トルクメニ

スタン
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のは滞在期間を問わない。

(2)外交又は公用旅券を所持するト

ルクメニスタン国民で前記目的以

外の目的での90日以内の滞在(就

職し，永住し， 自由職業又は他の

生業（報酬を得ることを目的とす

る芸能及びスポーツを含む｡）に従

事する場合を除く｡）

外交

鯉期淵在

平28.6. 1査証免除

(1)外交旅券を所持するウクライナ

国民で外交又は領事の任務の目的

で入国を希望する者及びその家族

の構成員でその所帯に属するもの

は滞在期間を問わない。

(2)外交旅券を所持するウクライナ

国民で前記目的以外の目的での9

0日以内の滞在（就職し，永住し，

自由職業又は他の生業（報酬Iを得

ることを目的とする芸能及びスポ

ーツを含む｡）に従事する場合を除

く｡）

ウクライナ85

赴任又は90日以

内の短期の公務出

張であることを確

認できる何らかの

文書（公務を証明

する文書，国際会

議等への招待状等）

を外交旅券と共に

提示する場合には，

指紋等個人誠別情

報の提供義務が免

除される。

外交

短期滞在

平28.7.1バングラデ

シュ

査証免除

(1)外交旅券を所持するバングラデ

シュ国民で外交又は領事の任務の

目的で入国を希望する者及びその

家族の構成員でその所帯に属する

ものは滞在期間を問わない。

(2)外交旅券を所持するバングラデ

シュ国民で前記目的以外の巨的で

の90Iﾖ以内の滞在（就職し，永

住し， 自由職業又は他の生業（報

酬を得ることを目的とする芸能及

びスポーツを含む｡）に従事する場

合を除く｡）

86

パナマの外交旅券

には， 「外交旅券」

と「領事旅券｣，公

用旅券には「公用

旅券」 と「特別旅

券｣が存在するが，

「特別旅券」は発

給対象者が広いた

め本措置の対象と

はしない。

平28.7.1外交

公用

短期滞在

査証免除

(1)外交（外交・領事）旅券又は公

用旅券を所持するパナマ国民で外

交若しくは領事の任務又は公用の

用務の目的で入国を希望する者及

びその家族の構成員でその所帯に

属するものは滞在期間を問わない。

(2)外交（外交・領事）旅券又は公

用旅券を所持するパナマ国民で前

記目的以外の目的での90日以内

の滞在（就職し，永住し， 自由職

業又は他の生業（報酬を得ること

を目的とする芸能及びスポーツを

含む｡）に従事する場合を除く｡）

87 1パナマ



第6編上陸審査
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88 モンゴル 査訂塊除

(1)外交旅券を所持するモンゴル国

民で外交又は領事の任務の目的で

入国を希望する者及びその家族の

櫛成員でその所帯に属するものは

滞在期間を問わない。

(2)外交旅券を所持するモンゴル国

民で前記目的以外の目的での30

fl以内の滞在（就職し，永住し，

Iﾖl1号I職業又はその他の生業（報酬

を得ることを目的とする芸能及ぶ

スポーツを含む｡）に従事する場合

を除く｡）

外交

短期滞在

平28.11.15 外交目的で入国す

る者については，

上陸申請の際，公

務を証明する文審

(①モンゴル外務

省の発出した口上

書，②モンゴル政

府機関が発行した

身分及び用務を証

する文書，③国|際

会議等の招待状等）

を外交旅券と共に

提示した場合のみ，

個人識別情報の提

供義務が免除され

る ｡

89 カザフスタ

ン

査証免除

(1)外交旅券又は公用旅券を所持す

るカザブスタン国民で外交若しく

領小の任務又は公用の用務の目的

で入国を希望する者及びその家族

の構成員でその所帯に属するもの

は滞在期間を問わない。

(2)外交旅券又は公用旅券を所持す

るカザフスタン国民で前記目的以

外の目的での90日以内の滞在(就

職し,永住し,自由職業又は他の生

業（報酬を得ることを目的とする

芸能及びスポーツを含む｡）に従事

する場合を除く｡）

外交

公用

短期滞在

平29.1.1

90 サモア 査証免除

(1)外交旅券又は公用旅券を所持す

るサモア国民で外交若しく領珈の

任務又は公用の用務の目的で入国

を希望する者及びその家族の構成

員でその所帯に属するものは滞在

期間を問わない。

(2)外交旅券又は公用旅券を所持す

るサモア国民で前記目的以外の目

的での90日以内の滞在（就職し，

永住し,自由職業又は他の生業（報

酬を得ることを目的とする芸能及

びスポーツを含む｡）に従事する場

合を除く｡）

外交

公用

短期滞在

平29.1.4
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長国連邦国底

の任務又は全

国することを

家族の構成屋

ものは滞在期

又は公用旅勇

受国連邦国民
外"〕日雌I-r尋"

ｸ1へシHー、

の用務の目

望する者及
孑の所製:li'

J記uノ 0

0日以内0
白I#I恥對
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92 パラグアイ 査証免除

(1)外交又は公用旅券を所持するパ

ラグアイ国民で外交若しくは領事

の任務又は公用の用務の目的で入

国することを希望する者及びその

家族の構成員でその所帯に属する

ものは滞在期間を問わない。

(2)外交又は公用旅券を所持するパ

ラグアイ国民で前記目的以外の目

的での90日以内の滞在(就職し，

永住し，自由職業又は他の生業(報

酬|を得ることを目的とする芸能及

びスポーツを含む｡）に従事する場

合を除く｡）

外交

公用

短期滞在

平29.10.16 外交・公用目的で

入国する者につい

ては ' 上陸申請の

際，公務証明書類

を外交・公用旅券

と共に提示した場

合のみ，個人識別

情報の提供韮務が

免除される。

93 カタール 査証免除

(1)外交又は公用旅券を所持する力

タール国民で外交若しくは領事の

任務又は公用の用務の目的で入国

することを希望する者及びその家

族の柵成員でその所帯に属するも

のは滞在期間を問わない。

(2)外交又は公用旅券を所持する力

タール国民で前記目的以外の目的

での90日以内の滞在（就職し，

永住し,自由職業又は他の生業(報

酬を得ることを目的とする芸能及

びスポーツを含む｡）に従事する場

合を除く｡）

外交

公用

短期滞在

平30.1.1 カタールの公用旅

券は，
98

SSPORT

SPECIALPA
”

れており，

と表示さ
fざ

EPASSPORT

SEWIC
”

と表

示のある旅券につ

いては，本査証免

除措腫の対象外
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務証明審類を外交

旅券と共に提示し

た場合のみ，個人

識別情報の提供義

務が免除される。

の目的で入国することを希望する

者及びその家族の柵成員でその所

帯に属するものは滞在期|制を問わ

ない。

(2)外交旅券を所持するアゼルバイ

ジャン国民で前記目的以外の目的

での90日以内の滞在（就職し，

永住し，自由馳業又は他の生業(報

酬を得ることを目的とする芸能及

びスポーツを含む｡）に従事する場

合を除く｡）

外交・公用目的で

入国する者につい

ては，上陸申講の

際，公務証明書類

を外交・公用旅券

と共に提示した場

合のみ，個人識別

情報の提供義務が

免除される。

外交

公用

短期滞在

平30.2.1査証免除

(1)外交又は公用旅券を所持するペ

ルー国民で外交若しくは領事の任

務又は公用の用務の目的で入国す

ることを希望する者及びその家族

の構成員でその所帯に属するもの

は滞在期間を問わない。

(2)外交又は公用旅券を所持するペ

ルー国民で前記目的以外の目的で

の90日以内の滞在（就職し，永

住し， 自由職業又は他の生業（報

酬を得ることを目的とする芸能及

びスポーツを含む｡）に従事する場

合を除く｡）

ペルー95

外交

短期滞在

外交目的で入国す

る者については，

上陸申請の際，公

務証明書類を外交

旅券と共に提示し

た場合のみ，個人

識別情報の提供義

務が免除される。

査証免除

(1)外交旅券を所持するミャンマー

国民でミャンマー政府の外交若し

くは領事の任務の目的で入国する

ことを希望する者及びその家族の

構成員でその所帯に属するものは

滞在期間を問わない。

(2)外交旅券を所持するミャンマー

国民で前記目的以外の目的での9

0日以内の滞在（就職し，永住し，

自由職業又は他の生業（報酬を得

ることを目的とする芸能及びスポ

ーツを含む｡）に従事する場合を除

く｡）

平30.12.1ミャンマー96

外交・公用目的で

入国する者につい

ては，上陸申請の

際，公務証明書類

を外交・公用旅券

と共に提示した場

合のみ，個人識別

情報の提供義務が

免除される。

平31.2_15査証免除

(1)外交・公用旅券を所持するモル

ドバ国民でモルドバ政府の外交若

しくは領事の任務又は公的な用務

の目的で日本国に入国することを

希望する者及びその家族の構成員

でその所帯に属するものは滞在期

間を問わない。

(2)外交・公用旅券を所持するモル

ドバ国民で前記目的以外の目的で

外交

公用

短期滞在

97 Iモルドバ
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H 1 １１１
の9011以内C

住し， 自由職夢
珊奔鴇ろとし弓

98 エクアドル 査証免除

(1)外交旅券を所持するエクア1ざル

国民でエクアドル政府の外交若し

くは領事の任務の|引的で入国する

ことを．摘望する者及びその家族の

櫛成員でその所帯に属するものは

滞在期間を問わない。

(2)外交旅券を所持するエクアドル

国民で前記目的以外の目的での9

0日以内の滞在（就職し，永住し，

自由職業又は他の生業（報酬を得

ることを目的とする芸能及びスポ

ーツを含む｡）に従事する場合を除

く｡）

外交

短期滞在

平31.3.1 外交目的で入国す

る者については，

_I二陸申請の際，公

務証明諜類を外交

旅券と共に椎示し

た場合のみ，個人

職別情報の提供義

務が免除される。

99 ボリビア 査証免除

(1)外交・公用旅券を所持するボリ

ビア国民でボリビア政府の外交若

しくは領事の任務又は公的な用務

の目的で日本国に入国することを

希望する者及びその家族の構成員

でその所帯に属するものは滞在期

間を問わない。

(2)外交・公用旅券を所持するボリ

ビア国民で前記目的以外の目的で

の90日以内の滞在（就職し，永

住し， 自由職業又は他の生業（報

酬を得ることを目的とする芸能及

びスポーツを含む｡）に従事する場

合を除く｡）

外交

公用

短期滞在

令元.6.10 外交・公用目的で

入国する者につい

ては 3 上陸申請の

際，公務証明書類

を外交・公用旅券

と共に提示した場

合のみ，個人識別

情報の提供義務が

免除される。

100 パラオ 査証免除

(1)外交・公用旅券を所持するバラ

オ国民でパラオ政府の外交若しく

は領事の任務又は公的な用務の目

的で日本国に入国することを希望

する者及びその家族の構成員でそ

の所帯に属するものは滞在期間を

問わない。

（2）外交・公用旅券を所持するパラ

オ国民で前記目的以外の目的での

90日以内の滞在（就職し，永住

し ， 自由職業又は他の生業（報酬

を得ることを目的とする芸能及び

スポーツを含む｡）に従事する場合

を除く。）

外交

公用

短期滞在

令元.6.10 外交・公用目的で

入国する者につい

ては 〃 上陸申請の

際，公務証明書類

を外交・公用旅券

と共に提示した場

合のみ，個人識別

情報の提供義務が

免除される。



第6編上陸審在

外交・公用旅券を馴拝マ

ン国民でオマーン政府り

くは領事の任務又は公白

目的で日本国に入国す¥

望する者及びその家族C

その所帯に賦するものI1
ユー回画一L坐、Q L

巴
一
一

の90IJ
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酬|左得署
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．6店し宝

102 ナウル 査証免除

(1)外交・公用旅券を所持するナウ

ル匡|民でナウル政府の外交若しく

は領事の任務又は公的な用務の目

的で日本国に入国することを希望

する者及びその家族の柵成員でそ

の所帯に属するものは滞在期間を

問わない。

(2)外交・公用旅券を所持するナウ

ル国民で前記目的以外の目的での

90日以内の滞在（就職し，永住

し 9 自由職業又は他の生業（報酬

を得ることを目的とする芸能及び

スポーツを含む｡）に従事する場合

を除く｡）

外交

公用

短期滞在

令元.10.1


